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総合教育政策局健康教育・食育課

栄養教諭による食の指導普及啓発
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栄養教諭の職務について

栄養教諭の職務は、学校教育法及び学校給食法に規定されている。
●学校教育法
第三十七条 小学校には、校長、教頭、教諭、養護教諭及び事務職員を置かなければならない。
② 小学校には、前項に規定するもののほか、副校長、主幹教諭、指導教諭、栄養教諭その他必要な職員を置くことができる。
⑬ 栄養教諭は、児童の栄養の指導及び管理をつかさどる。

※ 幼稚園、中学校、高等学校、特別支援学校等についても、同様の規定が存在

●学校給食法
第七条 義務教育諸学校又は共同調理場において学校給食の栄養に関する専門的事項をつかさどる職員（第十条第三項において「
学校給食栄養管理者」という。）は、教育職員免許法（昭和二十四年法律第百四十七号）第四条第二項に規定する栄養教諭の免
許状を有する者又は栄養士法（昭和二十二年法律第二百四十五号）第二条第一項の栄養士若しくは同条第三項の管理栄養士の
免許を有する者で学校給食の実施に必要な知識若しくは経験を有するものでなければならない。

第十条 栄養教諭は、児童又は生徒が健全な食生活を自ら営むことができる知識及び態度を養うため、学校給食において摂取する食品
と健康の保持増進との関連性についての指導、食に関して特別の配慮を必要とする児童又は生徒に対する個別的な指導その他の学
校給食を活用した食に関する実践的な指導を行うものとする。この場合において、校長は、当該指導が効果的に行われるよう、学校給食
と関連付けつつ当該義務教育諸学校における食に関する指導の全体的な計画を作成することその他の必要な措置を講ずるものとする。
２ 栄養教諭が前項前段の指導を行うに当たつては、当該義務教育諸学校が所在する地域の産物を学校給食に活用することその他の
創意工夫を地域の実情に応じて行い、当該地域の食文化、食に係る産業又は自然環境の恵沢に対する児童又は生徒の理解の増進
を図るよう努めるものとする。
３ 栄養教諭以外の学校給食栄養管理者は、栄養教諭に準じて、第一項前段の指導を行うよう努めるものとする。この場合においては、
同項後段及び前項の規定を準用する。
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栄養教諭の定数について

【単独実施校（学校給食を実施するための施設を置く学校）】
児童生徒数が５５０人以上の学校に１人、５４９人以下の学校については４校につき１人の割
合で算定。
５４９人以下の単独実施校のみを１校から３校設置する市町村に１人の割合で算定。
学校給食を実施する特別支援学校に各1人の定数を算定。
児童生徒に対する食の指導への対応を行うために加配定数を措置。

【共同調理場（２以上の義務教育諸学校の学校給食の実施に必要な施設） 】
共同調理場の対象となる小学校及び中学校の児童生徒数が１,５００人以下の共同調理場に
は１人、１,５０１人から６,０００人までの共同調理場には２人、６,００１人以上の調理場
には３人の割合で算定。

（参考）近年の栄養教諭等の加配定数改善推移

H27予算 H28予算 H29予算 H30予算 R1予算 R2予算 R3予算 R4予算 R5予算 R6予算 R7予算 R8予算

総数 347 357 367 387 397 407 407 412 422 432 437 437
対前年度 +15 +10 +10 +20 +10 +10 ±0 +5 +10 +10 +5 ±0
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現状①
 栄養教諭配置数（公立義務教育諸学校）
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現状②

 栄養教諭及び学校栄養職員の数に占める栄養教諭の割合（公立義務教育諸学校）

出典：学校基本調査（政令指定都市含む）（単位：％）

R3年度
（A） R4年度 R5年度 R6年度 R7年度

（B） (B)-(A)

北海道 88.8 88.9 89.7 92.1 93.8 4.9
青森県 45.9 48.4 48.4 49.5 49.5 3.5
岩手県 82.5 86 85.7 83.8 83.6 1.1
宮城県 59 62.3 65 64 67.0 8
秋田県 74.1 75 75 75.7 78.7 4.6
山形県 69.6 68.9 65.6 67 70.0 0.4
福島県 36 35.3 35.7 33.7 35.1 △0.9
茨城県 86.4 88 87 88.8 89.3 2.9
栃木県 36.8 38.7 42.9 47.2 49.6 12.8
群馬県 33.8 33.9 35.2 35.6 35.7 1.9
埼玉県 48 50.8 53.6 57.1 57.5 9.5
千葉県 45.4 47.4 48.6 48.1 48.4 3
東京都 6.1 6.7 6.7 7.6 7.7 1.6

神奈川県 33 32.8 33.8 36 40.7 7.7
新潟県 75.6 76.9 79.7 83.8 85.3 9.7
富山県 50 54.1 57 61.8 65.3 15.3
石川県 65 65 67.8 72.6 74.8 9.8
福井県 74.4 76.5 74.7 74.1 76.3 1.9
山梨県 60.4 63.3 61.2 62.5 60.0 △0.4
長野県 53.7 54.8 52.3 53.3 50.8 △2.9
岐阜県 74.3 75.7 77.6 76.7 76.3 2
静岡県 51.4 55 55.4 55.3 56.7 5.3
愛知県 93.2 93.3 94.1 94.1 95.0 1.8
三重県 70.1 69.5 71.1 73.6 83.3 13.2
滋賀県 86.9 87.4 90.9 91.9 95.1 8.2

R3年度
（A） R4年度 R5年度 R6年度

（B）
R7年度
（B） (B)-(A)

京都府 85.5 83.6 83.2 80.6 81.7 △3.8
大阪府 73.2 71.7 71.3 69.4 68.0 △5.1
兵庫県 89 88.6 90.4 93 91.8 2.8
奈良県 49.2 50.8 55.9 60.4 62.6 13.4

和歌山県 52.2 51.7 53.9 55.8 54.1 1.9
鳥取県 32.8 36.5 37.5 34.3 37.3 4.5
島根県 96.5 100 96.2 88.1 94.3 △2.2
岡山県 70.2 75.5 76.3 77.4 78.5 8.3
広島県 86.9 88.4 88.5 88.2 90.3 3.3
山口県 76.9 81.1 78.8 79.7 81.8 4.9
徳島県 68.2 73.3 74.1 72.1 72.9 4.8
香川県 83.5 79.8 79.8 79.8 77.5 △6
愛媛県 81.3 80.9 81.7 81.5 84.9 3.6
高知県 85.5 85.2 87.5 87.8 89.2 3.6
福岡県 82.7 83.2 81.7 81.1 79.7 △2.9
佐賀県 74.4 77.3 82.9 80 76.8 2.4
長崎県 68.5 75.6 72.8 74.2 75.8 7.2
熊本県 69.9 73 73.8 79.4 78.9 9
大分県 53.8 60.9 66.4 73.5 76.3 22.4
宮崎県 71.8 68.5 69.6 69.9 69.9 △2

鹿児島県 99.4 97.8 97.1 97.6 96.9 △2.5
沖縄県 28.9 23.3 24.5 25 32.9 4
計 59.4 60.3 61.1 62 62.7 3.2
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現状③

 食に関する指導についての実態調査（令和５年3月実施）
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課題

 栄養教諭という職は、子供たちの生涯にわたる健康形成を担う、本来なくてはな
らない存在であり、現場の先生方からも、「もっと栄養教諭を増やしてほしい」と
いう切実な声を頻繁にいただく一方で、校長会や教育委員会からは同様の声
は聞こえてこないところ・・・

 文部科学省としても、栄養教諭の配置を増やしていきたいが、本来業務である
はずの食育が目に見える形で進めることができていない地域もあり、定数増の
説明に苦慮している状況。

 栄養教諭による食育が進まない原因を紐解くと、栄養教諭が給食センターの管
理業務に張り付かざるを得ないなど、本来の職務を果たしたくても果たせない
体制の問題が見えてくる。
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現在、教師の養成・採用・研修の在り方に関する見直しが中教審で進行中であり、栄養教諭については「教諭」としての役割がより強く求
められていく方向にある。一方で共同調理場方式が増え、学校に滞在できる時間が限られる中で、給食管理と食育を効率的・効果的に
両立する働き方モデルの検討も求められている。

養護教諭 ・ 栄養教諭 作業部会での議論の内容
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栄養教諭等による食に関する指導等の充実について（通知）【概要】

・ 栄養教諭の免許を有する者は、給食の時間が学級活動に位置付けられているか否
かにかかわらず、単独で給食指導を実施できる旨、明確化。
・ 今後、学校において栄養教諭の校務分掌を定めた上で、栄養教諭が積極的に単
独で児童生徒に対する給食指導を実施することを期待。
・ 各栄養教諭が週の大半（おおむね週４回以上を目安）において、給食を活用し
た食に関する指導に従事することを期待。

令和７年４月30日付け
７ 初 健 食 第 ２ 号

・栄養教諭は、食に関する指導と学校給食の管理を一体のものとして行うことを本来の役割としている。
・今般、栄養教諭等による食に関する指導等の充実を図るため、栄養教諭等が行う給食指導等の食に関する指導について整理を行うとともに、教育委員会等に
対して、栄養教諭の一層の活用を依頼。

趣
旨

１．給食指導及び給食を活用した食に関する指導について

２．各教科等における食に関する指導について

・ 栄養教諭が、その専門性を生かしつつ、学級担任や教科担任等に対し、指導の参
考となる資料を提供することなどはもちろん、学級担任や教科担任等による指導計画
の作成や評価に当たって連携すること、さらにその指導計画に基づき直接指導を担うこ
とにより、積極的に関わることを期待。

３．食に関する健康課題の相談指導について

・ 偏食や肥満・痩身、食物アレルギーなど、食に関する健康課題のある児童生徒等へ
の個別的な相談及び指導については、栄養教諭の重要な役割の一つ。
・ 栄養教諭は、特に高い専門性が求められ、学級担任等だけでは十分な対応が困
難なケースに対応し、児童生徒や保護者と直接、相談・支援するなど、他の教職員と
連携しながら、校内体制の中で中心的な役割を果たす必要がある。

４．栄養教諭の校務分掌について

・ 栄養教諭も他の教諭等と同様に、学校の運営管理に関する事項を校務分掌とし
て担当することが期待されることから、令和５年７月５日付け 「養護教諭及び栄養
教諭の標準的な職務の明確化に係る学校管理規則の参考例等の送付について
（通知）」で示した 「栄養教諭の標準的な職務の内容及びその例」について、右記
の別表のとおり改正。

備考

（一）上記に具体的な職務として掲げていない職務であっても、学校規模、教職員の配置数や経
験年数、各学校・地域等の実情に応じて栄養教諭が担うことが必要と校長が認める職務につい
ては、食に関するものに限らず、校務分掌に位置付けることが可能である。

（二）校長が具体的に校務分掌を定める際には、学級副担任等の役割や、各種校内委員会、学
校行事、地域連携、保護者・PTA対応、部活動指導など他の教師と同様に校務分掌を担うこと
が期待される。

番号 区分 職務の内容 職務の内容の例

１ 主として
食育そ
の他の
学校の
教育活
動に関
すること

各教科等における指導に
関すること

食に関する指導の全体計画の作成
給食の時間における児童生徒への給食指導及び食に関
する指導
上記のほか、各教科等における食に関する指導その他の
学校の教育活動への参画（ティーム・ティーチング、教材
作成等）

食に関する健康課題の相
談指導に関すること

食に関する健康課題を有する児童生徒への個別的な相
談指導（実態把握、相談指導計画の作成、実施、評
価等）
食に関する健康課題に係る保護者からの相談への対応

２ 主として
学校給
食の管
理に関
すること

栄養管理に関すること 学校給食実施基準に基づく栄養管理（献立作成、栄
養摂取状況の把握）

衛生管理に関すること 学校給食衛生管理基準に基づく衛生管理
（学校給食施設及び設備の衛生、食品の衛生並びに
学校給食調理員の衛生の管理、学級担任等や学校給
食調理員への指導・助言）

３ 主として
学校の
管理運
営に関
すること

学校の組織運営に関する
こと

学校経営及び運営方針の策定への参画
各種委員会の企画及び運営
学年・学級運営への参画
学校業務改善の推進

研修に関すること 校内研修の企画、実施及び受講
教育委員会が実施する研修その他の職責を遂行するた
めに必要な研修の受講

保護者及び地域住民等
との連携及び協力の推進
に関すること

関係機関や外部人材、地域、保護者との連絡及び調整

その他学校の管理運営に
関すること

学校の安全計画等に基づく安全点検

別表 栄養教諭の標準的な職務の内容及びその例 ※赤字は改正部分
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食の指導改善充実事業 令和8年度予算額   62百万円
（前年度予算額 59百万円）

事業①学校給食におけるリスクマネジメント強化 28百万円（新規）
【民間団体等】  
  学校給食の調理から給食の時間における指導に至るまで、段階別に留意すべき事
項について、有識者会議を設置・開催の上、既存の類似のマニュアルや研修動画等も
参考にしつつ、学校給食の衛生面・安全面の両面から検討を行い、研修動画教材とし
てまとめる。さらに、その動画教材を実際に使用して研修会を開催するとともに、全国の
学校・教育委員会においても使用できるよう、動画教材において特に重要なことなど、
要点をまとめた普及啓発資料を作成。
また、学校給食において、窒息事故や食物アレルギー対応など、迅速かつ適切な対
応が求められる事故が発生したことを想定し、モデル校において訓練を実施し、平時か
ら備えておくべき事項のチェックリストを作成する。

• 児童生徒が健全な食生活を実践することの困難な場面が増え、食物アレル
ギーや偏食等、食に関する健康上の課題が多様化

• 児童生徒に対し、食に関する正しい理解や適切な判断力、望ましい食習慣を
身に付けさせるため、栄養教諭には食育の中核としての役割が求められる

• 学校給食の安全・安心を確保するためには、調理から給食の時間における指
導に至るまで、栄養教諭をはじめとして関係者の正確な理解が必須

背景 課題

事業内容

• 栄養教諭について、各教育委員会や学校管理職の考え方の違いにより、その
活用実態にはバラつきがあり、十分にその専門性を活かしきれていない

• 学校給食において、窒息事故や異物混入事案などが未だに発生
• 各学校において、当事者意識をもって未然防止の取組を実施するとともに、万

が一の際にも迅速に対応できるようにするための平時からの備えを行うことが重
要であるが、こうした意識の涵養に資するためのツールが不足

委託先 民間団体等

件数・単価 1箇所・24百万円（民間団体等）

対象経費 有識者会議の開催や動画作成、事故対応訓練に必要な謝金、旅費、
人件費等

事業スキーム

文部科学省 民間団体等
委託・助言

・研修動画教材の作成
・研修会の実施、普及啓発資料の作成
・モデル校での訓練の実施、チェックリスト作成

事業実施期間：令和６年度～

短期アウトカム（成果目標） 長期アウトカム（成果目標）アウトプット（活動目標）
①

②

事業②栄養教諭による食の指導普及啓発 34百万円（20百万円）
【民間団体等】
栄養教諭がその専門性を十分に発揮し、食育の中核としての役割を果たすため、栄
養教諭に期待される職務内容や、食に関する指導の重要性及び教育効果についての
研修動画教材を作成し、教育委員会や学校管理職を対象とした研修会を実施。併
せて、地方公共団体における栄養教諭の効果的な活用に関する好事例の紹介資料
を作成し、全国へ普及する。

【地方公共団体】
栄養教諭が食育の中核としての役割を果たすために必要な栄養教諭の職務の見直
し及び効果的な校務分掌の定め等に関する検討を行うための調査研究を実施。

委託先 民間団体等、地方公共団体

件数・単価 ＜研修会実施等＞１箇所・18百万円（民間団体等）
＜調査研究＞７箇所・２百万円/箇所（地方公共団体）

対象経費 研修会開催や動画教材作成に必要な謝金、旅費、雑役務費等

事業スキーム 文部科学省

民間団体等 地方公共団体
委託・助言 委託・助言

・栄養教諭の効果的な活用モデルの創出・研修会実施 ・動画教材等作成、紹介

・研修動画教材、普及啓発資料 ・学校給食における事故防止への意識の醸成 ・学校給食における事故件数の減少

・学校管理職向け研修動画教材、栄養教諭の効果的な
活用事例

・学校管理職等の栄養教諭の職務内容への理解増進 ・栄養教諭が食育の中核として、専門性を発揮し、児童
生徒への個別指導を実施

（担当：総合教育政策局健康教育・食育課）
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委託期間・委託手続・委託経費

 委託期間
本事業の委託期間は、委託を受けた日から令和９年３月３１日までとする。

 委託手続
① 業務の委託を受けようとする場合には、事業計画書（別紙様式１）を文部科学省
に提出すること。

② 文部科学省は、審査委員会を設置して、上記（１）により提出された事業計画書
の内容を審査し、本事業の趣旨を踏まえた適切な計画であると認めた場合、当該申
請者と委託契約を締結する。なお、文部科学省は、必要に応じて当該計画の見直し
を求めることができる。

 委託経費
① 文部科学省は、予算の範囲内で業務の実施に要する経費（人件費、諸謝金、旅

費、借損料、印刷製本費、消耗品費、設備備品費、会議費、通信運搬費、雑役
務費、再委託費）を委託費として支出する。

② 文部科学省は、委託費を、額の確定後、委託先の請求により支払うものとする。ただ
し、委託先が事業の完了前に必要な経費の支払を受けようとし、文部科学省が必要
であると認めるときは、契約額の全部又は一部を概算払するものとする。
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事業規模、採択予定件数、選定方法、選定結果の通知

 事業規模
   １件当たり２２８万８千円を上限とする。

 採択予定件数
７件（予定）

 選定方法
文部科学省が本委託事業を選定するための審査委員会を設置し、書類審査を実施
する。（審査方法については「審査基準」のとおり）

 選定結果の通知
選定終了後、３０日以内にすべての提案者に選定結果を通知する。
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事業内容①：栄養教諭の効果的な活用に向けた調査研究の実施

 受託者は、栄養教諭が給食管理と学校における食育の中核としての役割を一体として担い
、また、教諭として食に関する業務に留まらない活躍の在り方を確立できるよう、栄養教諭の
職務内容の見直しや、効果的な校務分掌の設定について検討を行い、事例創出に向けた取
組を実施すること。

 具体的には以下のような内容が考えられるが、モデル校における栄養教諭の勤務状況や学校
現場における働き方も考慮しながら、実施内容を検討すること。

I. 現状把握のため、栄養教諭の１か月の業務時間を職務内容ごとに整理し、「栄養教諭等に
よる食に関する指導等の充実について（通知）」（令和７年４月30日付け７初健食第
２号）に示す栄養教諭の標準的な職務以外の栄養教諭の専門性がなくとも成立する業務
（周辺業務）がどの程度負担となっているか分析する。

II. Ⅰ.で分析した内容を基に、改めて栄養教諭が担うべき業務と栄養教諭以外の教諭や学校
栄養職員、学校給食調理員、事務職員等でも対応可能な業務について整理し、職務内
容の見直しを行う。

III. 大規模校・小規模校の別、単独調理場・共同調理場の別、複数配置校・単独配置校の
別、学校種別など、実際に栄養教諭の勤務形態として全国で共通する形態別に考慮が必
要と考えられる校務分掌の標準的なあり方を整理する。
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事業内容②：事業①の取組に係るヒアリングへの対応及び研修会における事例報告

 本調査研究受託者は、当該民間事業者等が普及啓発資料を作成するために実施するヒアリ
ングに協力し、本調査研究の背景や目的、研究内容、調整を要した点や課題、成果などを踏
まえ、教育委員会や学校管理職が栄養教諭の職務内容や専門性を踏まえた効果的な活
用を行う上でポイントとなる事項について説明すること。

 また、研修会においても同様の事項について発表を実施すること。発表に係る旅費については
受託経費に計上すること。

 なお、ヒアリング及び研修会に係る調整については、文部科学省から民間事業者等に対して本
調査研究受託者の連絡先を提供し、民間事業者等から本調査研究受託者に対して直接実
施することとする。

別途調達を行う栄養教諭による食の指導普及啓発（団体等委託分）においては、受託者の民
間事業者等が、上記①の取組事例を効果的に全国に普及するための普及啓発資料の作成、及
び、栄養教諭の効果的な活用を促進するため、教育委員会・学校管理職・栄養教諭等を対象と
した全国研修会を開催する予定となっている。
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研究内容の留意事項

受託者は、事業内容①に係る取組を実施する際には、モデル校を自身が所管又は設
置する学校から複数校（１市区町村あたり５校（予定））指定し、当該校の協力を
得つつ栄養教諭の職務内容の見直しや効果的に活用するための校務分掌のあり方に
ついて検討を行うこと。

事業内容①に係る取組を実施する際のモデル校は、学校給食法第３条第２項に定め
る「義務教育諸学校」から選定すること。

受託者は、事業の実施に当たり、文部科学省が公表している「食に関する指導の手引
－第二次改訂版－」や「栄養教諭等による食に関する指導等の充実について（通知
）」（令和７年４月30日付け７初健食第２号）等の内容を十分に踏まえること。
また、モデル校においてもこれらを踏まえた取組がなされるよう適切に進捗管理及び指導・ 
助言を実施すること。
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基本的な留意事項

国の契約は電子化しておらず、紙の契約書に記名・押印することにより初めて

契約が成立するため、業務の着手時期には留意すること。

本事業において、物品等を購入することも可能だが、当該物品により、本委託

事業の目的達成に寄与していることが認められる必要があるため、特に年度末

近くでの物品購入については留意すること。
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企画提案書（事業計画書）の記載について

 企画提案書等は、公募締切日後の企画提案書等の提出、差し替え及び訂
正は認めないため、記載漏れ等には十分留意すること。

 企画提案書は、公募要領等の事業内容に沿って分かりやすく記載すること。
 企画提案段階から「委託事業の手引き（文部科学省委託事業実施者向け
）」を参照した上で経費も含めた計画を検討すること。

 提出書類
① 企画提案書
     委託要項で定める委託事業計画書（別紙様式１）によって代える。
② 経費積算の根拠資料

旅費、謝金規定等の写し等、積算根拠が分かるもの
③ 誓約書（再委託先が地方公共団体でない場合のみ。）

https://pf.mext.go.jp/gpo3/kanpo/250820%E3%80%90%E3%82%BB%E3%83%83%E3%83%88%E7%89%88%E3%80%91%E5%A7%94%E8%A8%97%E4%BA%8B%E6%A5%AD%E3%81%AE%E6%89%8B%E5%BC%95%E3%81%8D%EF%BC%88%E5%8F%97%E8%A8%97%E8%80%85%E5%90%91%E3%81%91%EF%BC%89.pdf
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今後のスケジュールの目安

 公募締め切り
令和８年５月２０日（水）１７時

 審査・受託者の決定
 令和８年５月下旬頃

 受託者との契約締結
令和８年６月中旬頃
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